
市が買取る旨の通知

価格の協議

生産緑地地区の削除
（都市計画変更告示）

〔解除日の翌年もしくは翌々年の１月１日付〕

売買契約手続き

行為制限の解除

　市または地方公共団体
　が買取り
 （公共用地として整備）

希望者なし

農業従事者への斡旋

市が買取らない旨の通知

希望者と価格協議

農地としての建築行為等の制限が解除
され、農地以外の利用が可能となりま
す。農地以外の利用をする場合は、農
地法の手続きが必要となります。

希望者あり

生産緑地の削除（告示）前、「市が買
い取らない旨の通知」から１年間が経
過した後に土地売買等を行う場合に
は、公有地の拡大の推進に関する法律
の手続きが別途必要となります。

生産緑地の指定から30年経過

特定生産緑地の指定から10年経過

生産緑地買取り申出の手続きの流れ

買取申出書の提出（窓口：都市計画課）

農業従事者の死亡

農業従事者の故障

事 前 相 談（窓口：都市計画課、農業委員会事務局）

農業の主たる従事者についての証明願
（窓口：農業委員会事務局）

不成立 成立


